
書式第 3号の①  (法第 44条・51条関係 )

認定基準等チェック表  (第 1表 相対値基準・原則用)

V

V

法人名 特U樺卵l謹戦法人えがおさんさん 実績判定期間 2021年 4月 1日～2023年 3月 31日

1 経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が実績判定期間 (下記注意事項参照)におい

て5分の1(20%)以上であること。

チェック欄

実 績 判 定 期 間

経 常 収 入 金 額 (Oの 金 額 ) ① 26,851,123円

寄 附 金 等 収 入 金 額 (Oの 金 額 ) ② 7,097,6α)円

基準となる割合 (②÷①) ③ 26.43%

総 収 入 金 額 ⑦ 320,488,727円

国の補助金等の金額 (②欄に金額の記載がある場合は、記入不TiD ④ 0円

委託の対価としての収入で国等から支払われるものの金額 ⑫

1,441,512円

法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担することとされて

いる場合の負担金額
○

292,175,475円

資産の売却収入で臨時的なものの金額 ④ 0円

遺贈により受け入れた寄附金等のうち基調限度超過額に相当する金額 (付表1(相対値

基準。原則用)C欄の「( )」 )

②
0円

寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの割附金でその合計

額が1千円未満のものの額 (付表1(相対値基準。原則用)①働
○

0円

寄附者の氏名 (法人の名称)等が明らかでない割附金額 (付表1(相対値基準・原則用)

①働
②

20,617円

控

除

金

額

休1民預金等交付金関係助成金 (付表 1(相対値基準 。原則用)①働 ② 0円

〇 26,851,123円差引金額 (⑦―④―◎―○―④―②―○―②―②)

受入寄附|1金総額 (付表1印対1饉葬 。原員,棚)(3冊 ① 5,703,217円

⑫ 0円一者当たり基準限度超過額の合計額 (付表1(相対値基準。原則用)(3冊

寄附者の氏名 (法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの寄附金でその合

計額が 1千円未満のものの額 (付表 1(相対値基準・原則用)(DD
②

0円

⑭ 20,617円
寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかでない寄附金額 (付表1(相対値基準・原則用)

①働

② 0円

控

除

金

額

休眠預金等交付金関係助成金 (付表 1(相対値基準 。原則用)①働

差引金額 (①―⑫―④―⑫―②) ② 5,“2,6∞ 円

○ 0円会費収入 (②欄と付表2(相対値基準用)C欄のうちいずれか少ない銀掏

国の補助金等の金額 (②欄の金額を限度とする。) ② 1,415μЮ円

合計金額 (②+○+②) 〇 7,097,6Ⅸ )円

□



書式第3号の③ (法第44条・51条関係)

受け入れた寄附金の明細表  第1表付表 1(相対値基準・原則用)

V

V

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん 実績判定期間 2021年 4月 1日 ～2023年 3月 31日

1 基準限度額の計算

2 人 に つては、 の名 )及び の住所が明らかでない寄附金

④のうち寄附者の氏名 (法人・団体にあっては、その名称)

及 び そ の 住 所 が 明 ら か で な い 寄 附 金 の 額
① 20,617円

3 寄附者の氏名 (法人・団体にあつては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金

(注意事項)

①～③の各欄の「 ( )」 には、遺贈 (贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続
人に係る相続の開始があつたことを知つた日の翌日から 10月 以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈

与者から贈与 (贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。)に より受け入れた寄附金の額を記載してください。

受 入 寄 附 金 総 額 ④ 5,703,217円

休 眠 預 金 等 交 付 金 関 係 助 成 金 ③ 0円

基準限度額 (受入寄附金総額から休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の 10%相 当額 ((④ ―③)× 10%))
◎ 570,321円

基準限度額 (受入寄附金総額か ら休眠預金等交付金関係助成金

の額の総額を控除した金額の50%相当額 ((④ ―③)× 50%))
◎ 2,851,608円

寄附金の合計額が 20万円

以上の役員の氏名
役職

①

寄附金額

②
①欄と◎ (特定公益増進

法人、認定特定非営利活

動法人については◎)欄
のいずれか少ない金額

③

①のうち基準限度超過
額 (①―②)

な し

)

円

(

円

)

円

)

円

)

円

)

円
(

円

( )

円

(

円

( )

円

)

円
(

( )

円

)

円
(

( )

円

( )

円

( )

円

( )

)

円

)

円
(

( )

円

)

円

)

円

)

円

役員等からの寄附金の額が 20万 円以上

のものの合計額
①

( )

0円

( )

0円

( )

0円

①欄以外の同

一の者 か らの

寄附金の額 が

1千円以上の

ものの合計額

特定公益増進法人、認

定特定非営利活動法人
◎

3,949,000円 3,940,000円 0円

◎欄以外の者 〇

( )

1,733,600円

( )

1,733,600円

( )

0円

同一の者からの寄附金の額が 1千円

未満のものの合計額
①

( )

0円

休眠預金等交付金関係助成金 ① 0円

合  計 (① +③+Θ+①+① ) ⑭
( )

5,682,600円
①

( )

0円

(

(

(

(

(

(

(

(

(



書式第3号の⑤ (法第44条・51条関係)

社員から受け入れた会費の明細表  第1表付表2(相対値基準用)

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん 実績判定期間 2021年 4月 1日 ～ 2023年 3月 31日

社員の会費に関する基準

社員の会費の額を分子に算入する場合は、実績判定期間において、次のイと口の基準を満たす必要

があります。

※ イと口の基準を満たしている場合は、「2 社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算」を

行つてください。

2 社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算

V

V

社 員 の 会 費 の 額 の 合 計 額

共益的活動の割合 (第 2表 ③欄 )

① か ら控除す る金額 (① ×②)

差  引  金  額 (① 一③)

①
円

②
%

③
円

↓

第1表 (相対値基準。原則用)○欄又は、
第1表 (相対値基準・小規模法人用)②欄ヘ

基 準 基準を満たしている旨を証する書類の名称 とその内容等 判  定

イ

社員の会費の額が合理的な基準に

より定められている

2023年 8月 30日 理事会により特定非営利活動法人えがお

さんさん会員規程を議決。それに基づいて正会員の年会費

を 10,000円 と規定。

。いいえ

ロ

社員 (役員等を除く。)の数が 20人

以上である

社員名簿に 14名登載 (う ち役員 5名 、役員親族

1名 )(2023年 3月 31日 現在 )

は い ・

④
円



V

▼

書式第 6号の① (法第44条 。51条・ 58条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん チェック琳開

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること □

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する資

産の譲渡等を除く。)

(注意事項) 特定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①
(指標 )

263,491,111円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 0円

⇒②ヘ

基準となる割合 (②÷

①)

③ 0%

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
④ 0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑮ 0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 0円

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 0円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (④ +⑮ +◎+①+◎) ① 0円



V

V

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

∝意|¬D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

□

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び限簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

C及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

④
2021年 4月 1日 ～m2年
3月 31 日 7人 2人 28.5% 2人 28.5%

⑮
2022年 4月 1日 ～ 2023年

3月  31日 7人 0人 0% 2人 28.5%

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
7人 0人 0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申請時

∈D
いいえ いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ いいえ



V

旨

第3表 (次葉)

(注意中Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書Dに 11馘した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」 (第 3表)記載要領

謁載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項
［日 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無

⌒

有ヽ 墾レ くE 有・無 有 。無 有 。無 有 。無 有。CD

項
ロ
ロ ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

は レヽ

(I)

は い

レゼじ

はヤヽ

)いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

は い

てD

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている
C:D
いいえ いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

潤
「

ヽ
V
いいえ

ΩL」」聾:立型理[塾〔≧聾 L』i菫璽 整塁l菫堕壺l曇2_』」聾塑」墜:墾渥』ヱ壼生堕E≦量 坐L

ハ

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はい」

1二_IΩ」_」L:!生」易ヒ金」≦1」墨こ菫塾壁1謹Lと添

付し≦くださしユ_

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び限簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「1型 〕」_に 「○」

した場合に墜、第3表付表2「帳簿組

盤型塑上:重亜型型量こ望墜

主主_
二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 7人 7人 人 人 人 人 7人

2人 0人 人 人 人 人 0人

2人 2人 人 人 人 人 0人

V

▼

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 1講時
就任・退任

年月日

田中 歩

松尾陽子

岩永博大

松井優子

鈴木健太

岩永恭子

町田文

矢沢正春

理 事

理事

理 事

理事

理 事

理 事

理 事

監事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2015年 4月 4日 就任

2011年 2月 4日 就任

2007年 1月 12日就

任

2011年 2月 4日 就任

2016年 4月 4日 就任

2011年 2月 4日就任

2021年 6月 26日

退任

2022年 5月 25日

就任

2019年 1月 1日 就任

(1)最 も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最 も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの人数



V

V

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表 2

(記載要領)

| 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝原し、「出1釧
1題砲、「振署Hヨ票」、:現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

,「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

'「記帳の時期」欄は、聴 時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
,認定(鋼崩減胴1の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬朗曜等提出1癬Dに配載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

法人名 特定非営禾I括難 :人えがおさんさん

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフト (Wleb会計)使用

ルーズリーフ

随時 7年

仕訳日記帳

会計ソフト CWieb会計)使用

ルーズ リーフ

随時 7年

小口現金出納帳
エクセル使用

ルーズリーフ
随時 7年

固定資産台帳 エクセル使用

ルーズリーフ

年 1回 7年

給与台帳
給与計算ソフトOMeb給与)使

用

ルーズリーフ

月 1回 7年



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

V

V

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

Z

項 目 ④ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申課郭寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動

′
¨
ヽ

有∪ 有

⌒

∪ 有 。無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有

⌒

14臣

ンヽ

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有 命

Ψ
有 0 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有

ハ

睡
1｀

｀`

ヽノ

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有 有

⌒

∪ 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 0

ロ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申課罪寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有。③有・無 有・無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。o 有・o 有・無 有。無 有 。無 有 。無

′
‐
ヽ

有てし

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・漁い

▼

有
○

有・無 有・無 有。無 有。無
⌒有
tり

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

′
い
ヽ

有ヽ、ッ 有 有 。無 有・無 有・無 有・無
⌒

有
tジ

イ

∝憲中Q
。 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。

無 任



4

項
ロ
ロ 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 263,491,111円

特定非・営和1活
.動に係る事業費の額 ② 263,01,111円

特定非営利活動の割合 (②÷(D ③ 10096

ハ

注・『ハ」について、事業費以外の指

標により計算を行う場合には、

使用した指標及び単位を配載

してくださしヽ

使用した指標 判 立

盤墜菫塑墜菫壺菫盤整
添付L工くださしヽ

項
日
Ｈ 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 5,703,217円

受入寄附金総額 の うち特定非営

利活動に係 る事業費に充てた額
② 5,703,217 Fl]

受入寄附金の充当割合 (②÷①) ③ 100%

※ハ、二について、実績判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明記して下さい。

勘 定 科 目 金 額

円

V

▼ (注意:刹Q
・「認定基準等チェック表 (第 4表 次葉)」 (ハ及び二)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬朗曜等提出書類)の提出時に

は記載及び添付の必要はありません。

・「ハ及び二」のЭについては、嚇 以下第3位を切り措てた数値を記載してください。



書式第11号 (法第44条。51条・58条関係)

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

V

V

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん

役員、社員、職員若しくは寄附者若 しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係にある者 (注 1)(以下 「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給について記載してくださし、

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にあ

る者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と,散因の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内

の例蜘 から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

氏    名 職 名
法人との関係

(注 2)

報酬 。給与の

区 分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

給与 2021年 4月 1日
～2023年 7月 31日

2,551,766円

給与 2021年 4月 1日
～2023年 7月 31日

12,638,190円

給与 2021 年 4月  1 日

～2023年 7月 31

13,168,315円

給与 2021Z手 4月  1 日

～2023年 7月 31日

給与 2021年 4月 1 日

槻 023年 7月 31日

給与 2021年 4月 1 日

～2023`年17月 31 日

給与 2021`午 4月 1 日

～2023`年 17´月31日

給与 2021年 4月 1日
～2023年 7月 31日

給与 2021年 4月 1日
～2023年 7′月31日

 給与 2021`午 4月 1 日

～2023年 7月 31日

給与 2021`午 4月 1 日

～2023年 3´月 31日

給与 2023`午 4月 1 日

～2023年 7′月31 日

(注 2)注 1のЭ～④の内容を具体的に記述します。



給与 2021`午:4月 1 日

～2022`年13月 31日

給与 2021`竿:4月 1 日
～2022`年13月 31日

給与 2021年 4月 1 日

～2022年 3月 31日

給与 2022 年 4 月 1 日

～2023て午13月 31日

給与 2022 年 4 月 1 日

～2023`年 13月 31日

給与 2021Z午:4月  1 日

～2022年 3月 31日

給与 2023`午 4月 1 日

～2023`年 17月 31日

給与 2021年 4月 1 日

～2022年 3月 31日

給与 2021`午:4月  1 日

～2023年 7月 31日

7,507,623円

V

V

口 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 2021年 4月 1日 2023年 7月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

51人 133,563,025円



V

旨

書式第12号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(初葉)

(注m
・ 昭鵬翻こ対する資産〈

"嗣
時の機用諄彿 4密薇 2)」 は、ま第5条第1卿こ基づく1口:〈役員報職腱酪提出癬 Dの提

出時には日E及び澤付の必薬はありま・せん。

・ 認定の有効曲間ゆ更新の申請に当たつては、ま第 55条第 1項に
=づ

く魯順 (役員欄酬田目哺唱幽」臓Dに記載した事項につい

て、澤付

“

11すること力tできます。

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係 ③ にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 曖鐘判

定期閲丞型壼墨鍵望邊型基奎璽塑聾萎超翌童1理始2旦空墾壺墨達題壺聾望と塾
=α

“

■2型璧壁等)について以下

の項目を記載してくださし、

(注)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係、

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける数 の他の財産によって生計を維持している関係

③ 上記①又は0に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 棚卸資産を含視 )

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 と の

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲   渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

 書籍 ゆ冊)

2021年

9月 14日
3,2(X)円

定価¥1,800

職員割引¥1,6∞ (1冊)

 書奢 (1冊
2022 年

12月 7日
1,αЮ円 同上

部 (1冊
2022年
4月 19日 1,8∞ 円 定価判 ,800円

 書籍 (1冊)
2022 年

10月 4日
1,&Ю 円 定価¥1,8∞ 円

円

円

円

(2)資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
貸 付 資 産 の 内 容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円



第4表付表2(次葉)

日`″

V

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引先 の 氏名 等
法

関

人 と の

係
役務 の提供の内容

各議
IC噺離即手月

日
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

法人封筒、名刺等印
2021年 4月

1日～2023年

7月 31日

442,923円 請求書に基|づく
昴」

 社労士相談顧問業

務

2021年 4月

1日～2022年

3月 31日
121,000円 業務委任契約書 (顧問契

約)税込月額 11,000円

イベン ト音響機器
2023年 1月

31日 、

3月 27日

シ8,7(Ю 円
請求書に基づく

設営操作、機器レン

タル

 新規賃貸物件仲介
2022年 3月

28日 χ′,∝Ю円 請求書に基づく

 監査報酬
2021年 6月

30日 2QαЮ円 役員報酬規程に基づく

 理事会出席手当

2021年 4月

1日 ～2023年

7月 31日

70βX)円 役員報酬規程に基づく

 理事会出席手当

2021年 4月

1日～2023年

7月 31日

lCЮ ,ⅨЮ円 役員報酬規程に基づく

 理事会出席手当
2022年 4月

1日～2023年

7月 31日

70,αЮ円 役員報酬規程に基づく

 理事会出席手当

2021年 4月

1日～2023年

7月 31日
110,∝Ю円 役員報酬規程に基づく

コンサルティング

2023年 4月

1日 ～2023年

7月 31日 495,∝Ю円
契約書に基づく (税込月額
1lQO∝)円 7月 から税込

月毎讚駐65,∝Ю)

業務委託料

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項

(該当する事項がある場合にその内容を具体的に講 してください。)

なし

支 出 先 の 名 称 等 所 等住 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

円な し

円

3支出した寄付金 ∈奎塾堕墾聾理璽:■1壺i菌塾:塑!量出旦と全菫重瑳奎墾盪動筆≧ヱ亘量輩i議藝Zttt量[旦

`2旦

重К二重:



V

V

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載 した書類

へ 助成の実績を記載 した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万 円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

□



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 6、 7、 8表 )

V

W

法人名 髄締F閣脚渤漣腱ん

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

(潤Ы民1"D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表 )

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チエック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

Z

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

〇
・ 無 〔D。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

□

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力
`)利

益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬朗程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申 請 時

有 有 んか
I ハ ｀`

＼ ノ

有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 漸置
ヽこレ

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

И

事業年度 4月 1日～ 3月 31日 設立年月日 2007年 1月  12日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り され

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等帖1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等∝2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

墜二量」型:堕:菫!菫[塵i壁!菫!塑:墾!』ll塁!望:聾:堕IE:重旦l堕塁:里:二.亜整!陛:隆量量:菫1墜!≧:菫l主:量:型:量」:虹盟:璽L!菫:塑旦上_並亘l

上:里l輩I笙!口i重!壁塁菫:□i塑I蜜:童

=区
堕杢1輩iコ理l≧:菫1量:空:菫:上」量:ゴ1豊1饉処:2生 :望l磁:国1塵l艶i藝:壁l□lビl塑i國1立!墜:些:壁:止:ヱ!型

`基

:菫主)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特夕鵬定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営禾l括勘法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

⌒

陶El
ソヽ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無

⌒

史Lノ有

特定非営利括]捉進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

′
~ヽ

〔
`L壬

 l
ヽソ

暴力団の構成員等の有無
′    ヽ

有 へ俎ノ

2 認定又は特伊晰認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 Elr. . L( ジ`くL

６^ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 lilr\'(

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
|

ノ´~｀
ヽ

はい 。いに、えノ

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上塾」笙壺l登コI整墾塵:理目壁星聖」E」ユ望髪」ヨ[上

`≧

童!上」L」塾」睦望」壁1書
」量⊇墜上望型整」菌]量S壺達i歴1髪1菫E奎四LI』立区翌]壼」菫::`[望塑E菫」墜量塾」壁菫]日L堕墜をヨL菱塁う堕E聾IE旦豊

`≧

]壺」重立登二上___
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 lll,\. L(trh

6 次のいずれかに該当する法人

暴力団 はい。低D
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい。しくヱ12)

V

ヽ ノ



書式第16号 (法第44条 051条 058条関Ю

寄附金を充当する予定の事業内容等

法人名 特定非営利活動法人えがおさんさん

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月

実施予

定開斤

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人    数

寄附金充当

予 定 額

障害児・者やその家族

への社会的支援に係

る普及啓発及びファ

ンクラブ事業

障害児者やそのご家族のため

にポランティア学生、スタッ

フ有志が場を借りて楽しめる

イベント“えがおさんさんま

つり"

毎年 1回

12月

部内公

共施設

即)人 30人 (障害児

者とそのご家

族、関係者)

L500,CЮO円

障害児・者やその家

族への生活支援や

相談等のホームヘ

ルスケアサービス

事業

現行の制度では認められてい

ない長時間看護′介護や学校

内つきそい、18才以上の障害

者への就労1支援等を学生ボラ

ンティア、看護師、介護士が

実施

毎月 1、 2

回実施予

定

障 害 児

者 宅 と

移職な

法 人 内

施設

10人 30人 (障害児

者)

25(Ю,000円V

V




